
改正地球温暖化対策推進法における

国 民 の 取 組 を 強 化 す る た め の 措 置

排出量の増加の著しい国民の日常生活からの温室効果ガスの排出量を抑制す

るため以下の施策を推進。

地球温暖化対策地域協議会

都道府県地球温暖化防止

 活動推進センター

地球温暖化防止活動

推進員

地域の取組推進の拠点

(指定対象にＮＰＯ法人追加）

日常生活に関する取組の

調査、指導・助言

住　民

・ 温室効果ガス排出の少ない製品・自動車の優先購入

・住宅の断熱措置、複合ガラスの設置

・ 太陽熱温水器、太陽光発電の設置

・エコドライブ、冷暖房温度の適正化　など

地域のパートナーシップ

による対策の推進

改正地球温暖化対策推進法における

国 民 の 取 組 を 強 化 す る た め の 措 置

環境大臣による

ライフスタイル変革運動の

全国的展開

【”人材”の整備】 【”組織”の整備】

【”場”の整備】

参加

普及啓発

地球温暖化対策診断

（直接の働きかけ）


